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〈加茂市・加茂山公園の雪椿〉

★会長あいさつ

★（一社）新潟県計量協会第10回定時総会開催される

★（一社）新潟県計量協会新役員名簿

★新潟県計量検定所長就任あいさつ

★令和３年度（一社）日本計量振興協会

　会長表彰計量功労者表彰される

★令和２年度会長表彰計量功労者表彰される

★令和２年度収支計算書等について

★令和３年度各部会活動状況について（中間）

★計量ニュース

★指定定期検査機関検査業務について

★はかりの定期検査日程（令和４年度予定）について

★計量検定所人事異動について

★計量検定所の組織

★一般社団法人新潟県計量協会組織図
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　開会に当たり一言ご挨拶を申し上げます。県内にお
いても新型コロナウイルスの感染者が高止まりの中、
昨年度を上回る会員の皆様方からご出席をいただきま
したことに、心から感謝申し上げます。
　また、公務ご多忙にもかかわらずご臨席を賜りまし
た新潟県産業政策課柄澤課長様、同じく計量検定所
辻所長様には厚く御礼申し上げます。
　本日の総会に先立ちまして、令和２年度計量関係功
労者５名の方々を、当協会といたしまして表彰をさせて
いただきます。功労者の方々の長年にわたる当協会あ
るいは計量関係一般へのご貢献に対して敬意を表し
ますとともに、計量法第１条に掲げられております適正
な計量の実施の確保に向け、さらなるご活躍を期待し
ているところでございます。
　さて、当協会のこの１年を振り返りますと、新型コロ
ナ感染症に振り回された１年であったと実感しており
ます。当協会が主催する会議や講習会、懇談会など、あ
る程度まとまった人数で開催される行事を軒並み中止
せざるを得ませんでした。そのため、会員相互の親睦や
情報交換の場も提供することができず、不完全燃焼を

感じる１年となりました。こうした中でも、宮田計量証明
部会長自らが先頭に立たれ日本計量証明事業協会連
合会の通常総会を新潟開催に向け、誘致活動をされた
ことは特筆されるべきものではないかと評価しており
ます。スケジュール作成、会場ホテルとの折衝、視察先
の選定など多岐にわたる業務に積極的に取り組んでこ
られました。新型コロナ禍の中、残念ながら昭和59年
以来の総会誘致は今年度においては実現しませんでし
たが、何事も挑戦しなければ次には進めないとの思い
を私も強くした次第であります。
　令和２年度の会務報告、令和３年度の事業計画につ
きましては、後ほど詳しい説明を予定しております。皆
様ご承知のとおり、まだまだ例年ベースでの事業実施
は難しい状況にありますが、必要な行事は万全の感染
対策を講じながら実施していきたいと考えております。
　また、広報活動におきましては、若い世代をターゲッ
トとするなど、会員の皆様の声を節目節目で反映しな
がら工夫を凝らした事業展開を進めたいと考えており
ます。よろしくお願いいたします。
　また、県の産業行政におかれても、当協会の取り組
みにご理解とご支援を賜りますようよろしくお願い申し
上げます。
　最後になりましたが、本日ご列席の皆様に改めてお
礼を申し上げますとともに、本日の定時総会が実りある
ものとなりますことを祈念して開会のあいさつといたし
ます。

会長あいさつ

（於）第10回定時総会
一般社団法人新潟県計量協会

　会　長

大 平　岳 男
（株式会社新潟計量システム
　　　　　　　代表取締役）
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役職名 氏　　名 所属部会 備　　　　考 摘要

会　長 大平　岳男 計量士部会  計量士 再任

副会長 田中　康之 計量器部会  株式会社田中衡機工業所 再任

副会長 川口　　勉 計量器部会  株式会社川口造吉商店 再任

副会長 鈴木　克寿 計量管理部会  デンカ株式会社青海工場 新任

副会長 宮田　康雄 計量証明部会  株式会社宮田才吉商店 再任

副会長 島田　茂和 計量士部会  計量士 再任

専務理事 西片　一喜 計 量 協 会  一般社団法人新潟県計量協会 新任

理　事 渡辺　　徹 計量器部会  シンワ測定株式会社  再任

理　事 南　　和浩 計量器部会  日本精機株式会社 再任

理　事  田村　　卓 計量器部会  株式会社タツノ新潟営業所 再任

理　事 高森　武志 計量器部会  高森コーキ株式会社 再任

理　事 髙橋　宏明 計量器部会  株式会社高橋はかりや 再任

理　事 森川　賢一 計量管理部会  イオンリテール株式会社北越信越カンパニー 新任

理　事 上村　　斉 計量管理部会  株式会社新潟三越伊勢丹 新任

理　事 渡部　知明 計量管理部会 株式会社ジェイエイエーコープ佐渡 新任

理　事 螻　　健児 計量管理部会  浪花屋製菓株式会社 新任

理　事 茶谷　力生 計量管理部会 日本製鉄株式会社東日本製鉄所直江津地区 再任

理　事 田篠　邦彦 計量管理部会  日本曹達株式会社二本木工場 新任

理　事 野口　浩章 計量証明部会  株式会社リンコーコーポレーション 再任

理　事 中村　信一 計量証明部会  北興商事株式会社 再任

理　事 五十嵐 一人 計量士部会  計量士 再任

監　事 田邊　敏夫 計量器部会  株式会社田辺喜平商店 再任

監　事 大島　正男 計量士部会  計量士 再任

（注）副会長理事 川口　勉 氏は７月19日付け、理事 南　和浩 氏は10月31日
付けで辞任しました。

　第10回定時総会が５月26日（水）三条市横町２丁目
「餞心亭・お 乃ゝ」において開催されました。今年度も新
型コロナウイルス感染拡大防止のため、出席者の絞り
込みと委任状による議決権行使を求め、当日は県産業
労働部長佐野哲郎様（代理：産業政策課長柄澤宏之
様）、辻和彦計量検定所長様を来賓に迎え、委任状352
名を含む375名の出席により開催されました。
　総会に先立ち、令和２年度計量関係功労者の表彰式
が行われました。
　議長に大平会長、議事録署名人に計量器部会の田
村卓氏、計量証明部会の野口浩章氏が選任されまし
た。

〈審議事項〉
第１号議案	 令和２年度会務事業報告について
第２号議案	 令和２年度収支計算書（案）の承認及び

会計監査結果報告について
第３号議案	 役員の改選について
第４号議案	 会員提案議題について

〈報告事項〉
報告事項１	 令和２年度収支予算補正について
報告事項２	 令和３年度事業計画及び収支予算書に

ついて
報告事項３	 その他について

　以上について審議及び報告が行われ、審議事項に
ついては原案どおり承認されました。

【第１０回定時総会】

（一社）新潟県計量協会

第10回定時総会開催される
（一社）新潟県計量協会

新役員名簿
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　一般社団法人新潟県計量協会の会員の皆様方にお

かれましては、「確かな計量　豊かな暮らしの基礎づ

くり」のスロ−ガンのもと、日々計量業務に邁進され、本

県計量行政の推進に多大なご尽力、ご協力をいただき

厚くお礼申し上げます。

　本年４月１日付けで計量検定所長に就任しました辻

と申します。前任は保健環境科学研究所次長で、これま

では土木部や福祉保健部での勤務経験が長く、産業

労働部は約25年振り２所属目となります。今回、計量行

政という新たな分野に携わる機会をいただきました。

　今までの経験を活かしながら、計量行政の更なる発

展に取り組んで参りますので、皆様方からのご指導、ご

鞭撻をよろしくお願いいたします。

　令和３年（2021）は、我が国初の近代的な計量制度

である「度量衡法」が制定されてから130年、「メ−トル」

「キログラム」などメ−トル法への統一が規定された改

正度量衡法の公布から100年という年に当たります。

　計量制度は、国民の社会経済活動の根幹をなす制

度として広く定着し、日本の産業発展に大きく貢献して

まいりましたが、技術革新など社会環境の変化が進む

中で、計量行政を取り巻く状況も大きく変わってきてお

ります。

　このような中、平成５年に施行された現行計量法の

下では、計量器の製造・使用に当たって民間事業者の

自主的な計量管理を促進するための制度等が設けら

れ、平成29年には、新たな指定範囲による指定検定機

関制度の導入等、民間事業者の参入を一層促進する改

正が行われました。

　このように、計量の実務が行政から民間へ移りなが

ら変遷している計量制度において、計量業務の専門職

である計量士とこれを傘下に収める民間団体、とりわ

け「計量の信頼と安全」を基本理念に信頼される計量

を支える貴協会は、適正計量の中核を担う役割が一層

期待されるようになってきております。

　県といたしましても、皆様と密接に連携を図りなが

ら、県民生活における適正な計量の実施を確保するた

めに、「正確な計量器の供給」「正しい計量の確保」

「計量思想の普及・啓発」に職員一丸となって取り組ん

でまいりますので、引き続きご理解とご協力を賜ります

ようお願いいたします。

　「適正な計量の実施の確保」が当検定所の使命とな

ります。職員は、毎日のように検定・検査で、新型コロナ

ウイルス感染症の感染予防対策を徹底しながら県内

を飛び回っています。これから冬期となり降雪等の心

配もありますが、安全第一で業務を行っていきたいと

考えております。

　最後になりますが、平成18年度から貴協会に委託し

て実施しています質量計定期検査については、新型コ

ロナウイルス禍の中、万全な感染予防対策を講じた上

で実施していただいておりますことに改めまして感謝申

し上げますとともに、一般社団法人新潟県計量協会の

益々のご発展とともに会員の皆様方のご健勝、ご活躍

を祈念申し上げ、就任のあいさつといたします。

新潟県計量検定所	

　所　長

辻 　 和 彦

新潟県計量検定所長就任あいさつ
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　当協会理事の中村信一氏【北興商事㈱取締役社長】
が、令和３年度（一社）日本計量振興協会会長表彰を
受賞されました。

　令和２年度、計量四部会の計量関係功労者が第10
回総会の席上で表彰されました。
　受賞者は各部会に所属する事業所で計量の適正
化、適正計量管理等において日々努力をされており、そ
の事業所の発展に大きな貢献をされております。

≪功労者所属氏名≫

中 村 信 一 氏

（計量器部会）

二ノ宮雅弘氏
（㈱協立商会）

（計量管理部会）

小田原裕二氏
（金井度量衡㈱）

（計量証明部会）

西 川 紘 一氏
（㈱宮田才吉商店）

（計量士部会）

川 上 幸 子氏
（新潟市）

（計量管理部会）

中 沢 　 修氏
（東京電機産業㈱）

令和２年度（一社）新潟県計量協会

会長表彰計量功労者表彰される
令和３年度（一社）日本計量振興協会

会長表彰計量功労者表彰される
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令和２年度 収支計算書総括表
（令和２年４月１日から令和３年３月31日まで）
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令和２年度 収支計算書（一般会計）
（令和２年４月１日から令和３年３月31日まで）
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令和２年度 収支計算書（特別会計）
【新潟県指定定期検査業務受託事業】

（令和２年４月１日から令和３年３月31日まで）
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令和２年度 収支計算書（特別会計）
【新潟市指定定期検査業務受託事業】

（令和２年４月１日から令和３年３月31日まで）
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令和２年度 収支計算書（特別会計）
【長岡市指定定期検査業務受託事業】

（令和２年４月１日から令和３年３月31日まで）
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貸 借 対 照 表
令和３年３月31日現在
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貸 借 対 照 表  内 訳 表
令和３年３月31日現在
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財　産　目　録
令和３年３月31日現在
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正味財産増減計算書
令和２年４月１日から令和３年３月 31日まで
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財務諸表に対する注記

附属明細書
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監　査　報　告　書
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【会員数について】
（令和３年３月現在）

部 会 区 分 名 計量器
部　会

計量管理
部　会

計量証明
部　会

計量士
部　会 計

１号会員
１級（特定計量器製造）
２級（同上以外製造）

7
2

4 11
2

２号会員
１級（特定計量器修理）
２級（同上以外修理）

38 7 45

３号会員
１級（質量計販売事業者）
２級（体温計、血圧計販売）
３級（１・２級以外販売）

196
62
8

5 201
62
8

４号会員
適正計量管理事業者
及び計量器使用事業所

52 52

５号会員
一般計量証明事業者 51 51

６号会員
計量士（一般） 3 32 35

合　　　　計 313 71 51 32 467

　各部会の事業計画に基づき活動しており、令和3年
度の活動について中間状況をお知らせいたします。

⑴　計量器部会実施事業について
①　計量記念日事業について
　11月１日の計量記念日を県民に広くＰＲするため、記
念日ポスターを県内全市町村に配布掲示し、ほかに会
員の事業所及び店頭等に掲示しました。併せて、関係
業界誌及び地元新聞に広告や関係記事を掲載するな
ど、計量記念日と計量思想の普及啓発に努めました。
　また、県計量検定所では、三条地域振興局庁舎正面
にＰＲ用懸垂幕を掲揚するとともに、１階ロビーに各種
計量器具やパネル等の展示を行いました。

②　一般家庭用計量器精度無料検査事業について
　一般家庭のほか、保育園・幼稚園、学校で使用されて
いる家庭用計量器（ヘルスメーター、キッチンスケール、
ベビースケール等）と体温計は、計量法に定める定期検
査の対象ではないことから、家庭用計量器の正確さを
確保し、県民の計量への関心を高めるために、無料検
査を実施しています。
　なお、今年度の検査内訳は次のとおりです。
令和３年度　家庭用計量器精度検査結果内訳表

検査日 団体名 検査総数
不合格
総数
不合格率

はかり検査数 体温計検査数

検査個数 不合格率 検査個数 不合格率

11月16日 長岡市 26 1
3.8％ 15 1 11 0

11月17日 加茂市 187 2
1.1％ 45 2 142 0

合　計 213 3
1.4％ 60 3 153 0

③　医療機関の体温計・血圧計の有料検査事業について
　県内の主な医療機関（病院等）で使用されている医
療用計量器（体温計）については、計量法に規定する定
期検査が義務づけられていないことから、希望する医
療機関等に対して検査を行います。（12月から２月予
定）

④　燃料油メーター検定申請代行事業について
　県内で燃料油メーター（ガソリン計量器）等の製造・
修理を行う事業者の利便を図るため、検定申請の代行
を行っています。
〔検定申請代行業務内訳〕	 （令和3年10月現在）

計 量 器 の 種 類 申請台数

自動車等給油メーター 670

小型車載燃料油メーター 162

大型車載燃料油メーター 86

液化石油ガスメーター 7

簡易燃料油メーター 8

合 計 933

令和３年度
各部会活動状況（中間）

【
パ
ネ
ル
等
の
展
示
】
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⑵　計量管理部会実施事業について
①　計量管理強調月間事業について
　会員の計量管理意識を高めるため、11月１日から30
日までの１か月間を計量管理強調月間とし、会員から
ポスター、標語を募集しました。今年度はポスター8作
品、標語433作品の応募があり、部会理事会で選考の
結果、以下の入選作品、佳作作品を選びました。入選作
品は印刷の上、会員のほか市町村等に配布し、県民意
識の啓発に努めました。

◎ポスター
［入選］岩塚製菓㈱　　　　　　　　　辻　幸夫		様
［佳作］信越化学工業㈱直江津工場　　小林真緒		様
［佳作］三菱ケミカルハイテクニカ㈱
　　　上越テクノセンター　　　　　堀内祐志		様
［佳作］岩塚製菓㈱　　　　　　　　　高頭信行		様

◎標　語
［入選］日本曹達㈱二本木工場　　　尾崎健一郎		様
「正しい計量生まれる信頼あなたが支える計量管理」
［入選］新日本電工㈱妙高工場　　　　小島秀雄		様
「ゼロ点・水平は計量の基本毎日チェックで正しい計量」
［佳作］三菱ガス化学㈱新潟工場　　　小林　勲		様
「正しい計量大きな信頼みんなで進める計量管理」
［佳作］三菱ガス化学㈱新潟工場　　　和栗快生		様
「正しい知識と確かな管理品質守る一目盛り」
［佳作］ホリカフーズ㈱　　　　　　　眞島　健		様
「買う人の笑顔が見えます確かな計量」

②　機関誌（計量管理）の発行について
　年２回､9月と３月に発行しており、今年度は９月に第
197号を発行して部会員全員に配布しました。

⑶　計量証明部会実施事業について
①　計量証明用はかり（一般）検査事業について
　計量証明事業に使用する計量器（質量計・トラックス
ケール）は、計量法の規定により２年ごとの定期検査が
義務づけられています。
　当部会では、希望す
る会員の利便のため、
効率的かつ経済的な代
検査方式での検査を実
施しています。
　今年度は10月８日か
ら12日までの５日間の日程で検査を行いました。
〔検査内訳〕

検査期日 計量器の内訳 ハカリの能力 検査台数

10月８日
　〜 12日

トラックスケール
（電気式はかり） 30t 〜 60t 11

⑷　計量士部会実施事業について
①　質量計代検査事業について
　計量士部会に関係のある事業所及び部会所属の計
量士の協力により、県内の事業所で使用されている計
量器（はかり）について定期検査（代検査）を実施して
います。

【入選標語】

【入選ポスター】

【計量証明検査】
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〔検査内訳〕	 （令和3年10月現在）

計量器の種類 検査台数

電気式はかり（大型）　 ４９２

電気式はかり（小型） ７６０

台手動はかり（大型） ４９

台手動はかり（小型） ５１

手動指示併用はかり １

指示はかり １３７

手動天びん　　 １

②　一軸試験機検査事業について
　県内のコンクリート製品製造事業所及び工作機械
製造事業所で使用されている各種試験機を当部会所
属計量士が検査しています。
〔検査内訳〕	 （令和3年10月現在）

試験機の種類 検査台数

圧縮試験機 ４

引張試験機 ４

曲げ試験機 ２

万能試験機 ４

③　日本郵政グループ計量管理業務委託事業について
　日本郵政グループの計量管理業務を（一社）日本計
量振興協会が受託し、新潟県内の郵便局等の計量管
理業務を当会が委託を受けて計量管理規程に従って
検査を実施しています。

〔検査内訳〕	 （令和3年10月現在）

日本郵便㈱
合計

郵便局 簡易局 分室 旧集配
センター

207 65 1 20 293

④　計量管理業務受託事業について
　会員事業所の依頼により、当部会所属計量士を派遣
し適正な計量管理業務を実施しています。
　派遣事業所　11事業所　　派遣計量士　8名

⑤　「計量ジャーナル」と「計測管理と計量管理」の配布について
　（一社）日本計量振興協会が発行する「計量ジャーナ
ル」と「計測管理と計量管理」を部会員に配布していま
す。

⑸　各部会共通実施事業について
新計会報（機関誌）第23号の発行について（令和２年度版）
　協会各部会の事業等及び計量関係法令等の情報を
提供するとともに、計量関係の知識の啓発を図るため
年１回協会機関誌「新計会報」を発行して協会員全員
に配布しています。
　令和２年度発行部数　530部
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令和３年度 収支予算書総括表
（令和３年４月１日から令和４年３月31日まで）
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　新潟県計量検定所では、計量法の	「計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、
もって経済の発展及び文化の向上に寄与すること」	の目的に基づき、日々業務を行って

います。
　新潟県内の	「はかる」	ということに関し、質問や不明な点がございましたら、お気軽に次の連絡先までお問い合
わせください。
新潟県計量検定所　〒	955-0046　三条市興野１−13−45　☎	0256-36-2240　FAX	0256-36-2249
【E-mail】ngt051010@pref.niigata.lg.jp　【ホームページ】https://www.pref.niigata.lg.jp/site/keiryo/

　非自動はかりを取引	・	証明（例	：	肉や魚などのグラム売り、	薬局等の調剤、宅配便等
の運賃算出など）	を目的に使用する方は、２年に一度定期検査を受けなければなりませ

ん。	受検せずにはかりを使用すると、50万円以下の罰金に処される場合があります。	新潟県では、２年に一度市
町村	（新潟市、	長岡市、	上越市を除く）	ごとに検査場を設置して検査を行っております。	日程等につきましては、	
新潟県計量検定所まで、お問合せください。

　新潟県計量検定所では、毎年様々な立入検査を実施しています。	不正のあった事業所
に対しては、正量取引を実施するように指導を行いました。	令和２年度の立入検査実績

は、	次のとおりです。

計量検定所について

はかりの定期検査

立入検査の実績

計 量 ニ ュ ー ス

新潟県計量検定所からのお知らせ

市町村数

10市町村

検査事業者数 不良事業者数 検査個数 不良個数 備　考

１９ １ ３７ ２

市町村数

１市

検査事業者数 不良事業者数 管理個数 検査個数 不良個数 備　考

２ ０ １，４２３ ３１ ０

市町村数

１市

検査事業者数 不良事業者数 管理個数 検査個数 不良個数 備　考

１ ０ ２０,９００ ３０ ０

※スーパー・一般小売店などで使用されている「はかり」が、正しく使用され、 商品の内容量が正しく表記されているかどうかの検査です。

令和３年３月２日～令和３年３月９日（３日間）実施時期燃料油メーター立入検査　

※ガソリンスタンド等で使用される燃料の量をはかる計量器の有効期限等の検査を実施。

実施時期 令和２年１２月９日ガスメーター立入検査

※ガス販売店で管理されている戸別の有効期限等が記載された計量器の管理状況と現地での現物確認等の検査を実施。

実施時期

※水道事業者で管理されている戸別の有効期限等が記載された計量器の管理状況と現地での現物確認等の検査を実施。

令和２年１２月１６日水道メーター立入検査

商品量目立入検査
　新型コロナウイルス	感染症対策のため実施しませんでした。
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　自動はかり４器種について「検定の精度が細かいため、検定に必要な基準器が存在せず検定が不可能であり、か
つ取引・証明に使用される可能性が低く特定計量器としての規制の必要性に乏しいもの」が存在し、また、自動捕捉
式はかりについては、「大きさ等の問題により検定の実施に当たって危険を伴うなど技術的に検定が困難なもの」
が存在することが事後的に判明しました。
　これを踏まえ、計量法施行令第２条において、自動はかりにおける特定計量器の範囲を改正するとともに、第５条
において、検定対象外とする自動捕捉式はかりの範囲が改正されました。　　　　　（経済産業省ＨＰから抜粋）

　改正後の計量法施行令は以下のとおりです。（下線部が改正部分、施行日は８月１日）
　（特定計量器）
第２条　法第２条第４項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。
　１　（略）
　２　質量計のうち、次に掲げるもの
　　イ　（略）
　　ロ　自動はかりのうち、目量が10ミリグラム以上であって、目盛標識の数が100以上のもの
　　ハ・ニ　（略）
　３〜 18　（略）

　（使用の制限に係る特定計量器）
第５条　法第16条第１項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。
　１・２　（略）
　３　第２条第２号ロに掲げるもののうち、次に掲げるもの以外のもの
　イ〜ハ　（略）
　ニ　自動捕捉式はかりのうち、ひょう量が５キログラム以下のもの
　４〜 12　（略）

参考：改正の対象範囲のイメージ図

（出所：経済産業省資料に基づき作成）　

自動はかり４器種の一部が検定対象から外れました

計量器
改正前

特定計量器
計量器

特定計量器

改正後

自動はかり

充填用
自動はかり

コンベヤ
スケール

その他の
自動はかり

検定対象外

自動捕捉
式はかり

ホッパー
スケール

「特定計量器」の主な例：タクシーメーター、質量計、水道メーターなど

「計量器」の主な例：フラスコ、巻尺など

「計量器でないもの」の主な例：バケツ、定規など

自動はかり

充填用
自動はかり

コンベヤ
スケール

その他の
自動はかり

検定対象外

自動捕捉
式はかり

ホッパー
スケール

「特定計量器」の主な例：タクシーメーター、質量計、水道メーターなど

「計量器」の主な例：フラスコ、巻尺など

「計量器でないもの」の主な例：バケツ、定規など

ひょう量が5kgを超える
ものを検定対象から
除外

「目量が10㎎未満」又は
「目盛標識の和が100未満」
の自動はかりを「特定計量器」から除外
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　型式承認の申請の状況等を踏まえ、自動捕捉式はかりの使用の制限の開始日に関し、「新たに使用するもの」
「既使用のもの」について、それぞれ２年延期されました。改正後の計量法施行令は以下のとおりです。

（下線部が改正部分、施行日は８月１日）
　附則別表

　今年度の講習会等は以下の日程で開催する予定です。詳しい内容は後日お知らせします。

○主任計量者等講習会　　　　　　　令和４年２月４日（金）　	三条市東公民館
○計量器コンサルタント講習会　　　令和４年３月17日（木）　三条市東公民館

自動捕捉式はかりの使用の制限の開始日が延期されました

講習会等の開催のお知らせ

特定計量器（法第２条

第４項に規定する特定

計量器をいう。）

新たに使用するものに

ついての使用の制限の

開始日

既使用のものについて

の使用の制限の開始日

検定の開始日

１（略） 　（略） 　（略） 　（略）

２　自動捕捉式はかり 令和６年４月１日 令和９年４月１日 平成31年４月１日
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新潟県指定定期検査機関検査業務について

　令和３年度の新潟県指定定期検査機関の検査は、５
月７日の弥彦村を皮切りに８市３町２村の検査を行っ
ています。
〔実施市町村〕（実施順）
　弥彦村、見附市、燕市、田上町、妙高市、柏崎市、刈羽
村、小千谷市、糸魚川市、津南町、十日町市、出雲崎町、
三条市
〔検査期間〕
　集合検査　５月７日〜12月
　　　　　　（一部所在地検査で未実施あり）
〔検査戸数等〕
　2,206戸　6,918個（分銅を含む）（10月末現在）

新潟市指定定期検査機関検査業務について

　令和３年度の新潟市指定定期検査機関の検査は、５
月17日の新潟市北区を皮切りに検査を行っています。
〔実施地域〕
　北区（北出張所及び濁川、南浜連絡所管内）、東区（全
域）、中央区（東、南出張所管内）、江南区（大江山、両川
及び曽野木連絡所管内）、南区（味方及び月潟出張所管
内）、西区（黒埼出張所管内及び四ツ郷屋地区）、西蒲区
（全域）
〔実施期間〕
　５月17日〜12月（一部未実施あり）
〔検査戸数等〕
　1,077戸　3,529個（分銅を含む）（10月末現在）

長岡市指定定期検査機関検査業務について

　令和３年度の長岡市指定定期検査機関の集合検査
は、６月１日から18日までの14日間にわたって、所在場
所検査は８月23日に実施しました。
〔実施地域〕
　中之島地域、越路地域、三島地域、小国地域、和島地
域、寺泊地域、栃尾地域、与板地域
〔実施期間〕
　集合検査　14日間　　　所在場所検査　１日間
〔検査戸数等〕
　296戸
　　969個
　　（分銅を含む）

上越市市指定定期検査機関検査業務について

　令和３年度の上越市指定定期検査機関の集合検査
は、７月５日から８月31日までの30日間にわたって、所
在場所検査は、10月26日、28日、11月１日、２日、５日
及び８日に実施しました。
〔検査期間〕
　集合検査　30日間　　　所在場所検査　６日間
〔検査戸数等〕
　815戸　2,395個（分銅を含む）

指定定期検査機関検査業務について

【新潟県指定定期検査機関】

【長岡市指定定期検査機関】

【上越市指定定期検査機関】
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　取引・証明に使用している	「はかり」	は、２年毎に定
期検査を受けなければなりません。	新潟県では、	令
和４年度の定期検査を別表のとおり実施いたします。
　ただし、今後の日程については市町村との協議によ
り変更もあり得ます。

◎新潟県
【検査市町村・検査日程】

実施市町村 担当課 検査日程

東蒲原郡阿賀町 まちづくり観光課 5/9 〜 5/13

阿 賀 野 市 商工観光課 5/16 〜 5/20

胎 内 市 商工観光課 5/25 〜 5/27

北蒲原郡聖籠町 産業観光課 6/1〜 6/2

五 泉 市 商工観光課 6/6 〜 6/15（土日曜を除く）

南 魚 沼 市 商工観光課 6/20 〜 6/30（土日曜を除く）

新 発 田 市 商工振興課 7/4〜7/20（土日曜・祝日を除く）

加 茂 市 商工観光課 7/22〜7/29（土日曜を除く）

魚 沼 市 商 工 課 8/1〜 8/10（土日曜を除く）

南魚沼郡湯沢町 観光商工課 8/22〜 8/23

村 上 市 地域経済振興課 9/1〜 9/21（土日曜・祝日を除く）

岩 船 郡関川村 総務政策課 9/22

佐 渡 市 地域振興課 10/3〜10/21（土日曜・祝日を除く）

岩船郡粟島浦村 産業振興課 10/27〜10/28

【担当課】
　新潟県計量検定所　業務課
　ＴＥＬ　０２５６−３６−２２４３

◎特定市の定期検査
〈新潟市〉
【検査地域】
　北区（北出張所及び濁川、南浜連絡所管内を除く）、
中央区（東及び南出張所管内を除く）、西区（黒埼出張
所管内及び四ツ郷屋地区を除く）、秋葉区（全域）、江南
区（大江山、両川及び曽野木連絡所管内を除く）、南区
（味方・月潟出張所を除く）
【検査日程】
　未定
【担当課】
　新潟市市民生活部生活課消費生活センター
　ＴＥＬ　０２５−２２８−８１０２（直通）

〈長岡市〉
【検査地域】
　旧長岡市、旧山古志村、旧川口町
【検査日程】
　未定
【担当課】
　長岡市商工部　産業支援課
　ＴＥＬ　０２５８−３９−２２２２

〈上越市〉
　上越市については、令和４年度は定期検査の予定は
ありません。
【担当課】
　上越市産業観光交流部　産業政策課　産業振興係
　ＴＥＬ　０２５−５２０−５７２９

はかりの定期検査日程（令和４年度予定）について
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　新潟県計量検定所におきまして、４月１日付けで人事
異動が行われましたので、お知らせいたします。

【令和３年４月１日現在】
所　　　　　長	 辻　　　和　彦
	 	 （保健環境科学研究所より）
次長兼業務課長	 中　嶋　正　詔
業務課課長代理	 佐　藤　　　強
主　　　　　査	 片　岡　良　夫
	 	 （新潟港湾事務所東港分所より）
主　　　　　査	 田　中　一　弘
主　　　　　任	 関　田　真知子
	 	 （中越教育事務所より）
主　　　　　事	 長谷川　大　誠
主　　　　　事	 広　田　悠　斗
主　　　　　事	 髙　橋　楓　衣
会計年度任用職員　　中　野　昌　英
※［退職者］
所　　　　　長	 西　片　一　喜
※［転出者］
主　　　　　査	 坂　内　稔　之
	 	 （農業総合研究所畜産研究センターへ）
主　　　　　事	 大　野　美　和
	 	 （統計課へ）

　所　長　　☎	0256−36−2241
　次　長　　☎	0256−36−2242
　業務課　　☎	0256−36−2240
	 2243
	 2244
　ＦＡＸ	 0256−36−2249
　ＵＲＬ　https://www.pref.niigata.lg.jp/site/keiryo/

　昨年度はコロナ禍の直撃を受けて当協会の行事も
軒並み中止の憂き目を見ることとなりました。今年上半
期も感染者数が高止まりとなっていましたが、オリン
ピック・パラリンピックが終了したあたりから感染者も
落ち着き始め、当協会の下半期事業も何とか実施でき
そうかと胸をなでおろしていた矢先、新種の変異株が
国内でも確認され、再び先行き不透明感が漂ってまい
りました。
　一方で、コロナ禍を契機にリモートでの業務執行や
講演会の開催などが試みられ、一定の成果を収めてい
るとの報道もありますが、特に現在の大学２年生が経
験した「キャンパスライフが存在しない世界」が例証す
るように、「顔を突き合わせて構築する人間関係」は私
たちが思うよりもその重要性を失うことはないであろう
と、酒をほとんど嗜まない私も感じているこの頃です。
　来年は、皆様が思うとおりに活動し、公私ともに実り
のある一年になりますことをお祈りしております。

○専務理事・事務局長：
　　　　　　　　西片　一喜
　３月末に新潟県計量検定所を最
後に、36年間勤めた新潟県を退職
し、４月から当協会でお世話になっ
ております。10数年ぶりに一担当

に戻った形で、渉外・事業企画・広報・内部規範の改訂な
ど純粋な計量業務以外の業務全般を担当しておりま
す。
　当協会も、法人として設立されてから20有余年が経
ちました。いわゆる創業者の皆様方の情熱と第二世代
に当たる現役員の皆様の知性により発展してきた当協
会の実務を第三世代とも言える私が担うことに、かな
りのプレッシャーを感じる毎日です。幸い担当業務は
公務員時代に類似事務に携わった経験があり、スタッ
フに支えられながら毎日を過ごしています。コロナ禍で
ＦＡＣＥ	ＴＯ	ＦＡＣＥの関係を築くことに支障が生じ
ておりますが、時間をかけて会員の皆様や関係機関と
の信頼関係を構築してまいりたいと考えておりますの
で、よろしくご指導、ご鞭撻をお願い申し上げます。

◇新しい協会職員の紹介◇計量検定所人事異動について

計量検定所の組織
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［定　　款］

理　事　１５人以上２２人以内   

監　事　２人   
［注］ 理事の内、会長１人、副会長５人以内、

専務理事１人

特 別 会 員

計 量 士 部 会　部会長

計 量 証 明部会　部会長 一般計量証明事業者

（一社）日本計量振興協会計量士会の会員計量士

会　　　長 監　　事

理　事　会 副　会　長 顧　　問

専 務 理 事 参　　与 特 別 会 員

［事　務　局］ ［検査部］
事務局長・総務課長 検査課長・技師・書記

部会長［副会長兼］
計 量 器 部 会

部会長［副会長兼］
計 量 管 理 部 会 計 量 証 明 部 会

部会長［副会長兼］
計 量 士 部 会

部会長［副会長兼］

［理　事　会］ 顧　　　問

会　　　長　（1名） 参　　　与 ［役　　員］

会　長　１人   副　会　長　（4名）　
副会長　５人以内

専 務 理 事　（1名） ［会長、副会長、専務理事含む］

理　　　事　（13名）
［事　務　局］

事務局長　（１名）

［監　　事］（2名）  

総務課長　（１名）

検査課長　（１名）

技　　師　（１名）

書　　記　（１名）

計 量 器 部 会　部会長 計量器の製造、修理及び販売等を行っている事業者並びに部会に賛同する会員

計 量 管 理 部 会　部会長 適正計量管理事業所及び計量器使用事業所並びに部会に賛同する会員

部会制

（令和３年12月現在）

〒955-0046
三条市興野一丁目13番45　新潟県三条地域振興局内（3階）
	電話番号	 0256-36-2354
	Ｆ Ａ Ｘ	 0256-36-2605
	Ｅ-ｍａｉｌ	 keiryokyoukai-ni@ap.wakwak.com
	Ｕ Ｒ Ｌ	 http://keiryou.jp/index.html
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